
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口の動き(令和５年３月末現在) 
世帯数  : 5,039(－20) 
人口(男) : 4,654(－37)  
人口(女) : 4,735(－ 5) 
合計    :  9,389(－42) 

 

発行：幸袋交流センター（飯塚市目尾 1020－１） 

TEL・FAX：0948-22-1189    

休館日：第 1・第 3 日曜日 

 

 

☆交流センターだよりは市のホームページからも閲覧できます。 

５月その他の行事 

 ７日(日) 
１２日(金) 
1４日(日) 
1８日(木) 
20 日(土) 

2７日(土) 

 

 

 

 

 

ジュニアリーダー結成式 
幸袋校区老人クラブ定例会 
ボッチャ交流大会 
あんしん元気サロン 
幸袋まち まちづくり協議会 総会 

寿弁当（2 班） 
 

 

※卓球・みそサークルは定員を満たしており、受講できません。 

NO.６２ 令和５年５月 1 日発行 
 

係長就任のご挨拶 
  

 

 

                             

特定健診・若年者健診・がん検診のお知らせ 
飯塚市では、市民の皆様が受診できる特定健診・若年者健診・がん検診を実施しています。 

健康診査・検診を受けて、ご自分の健康管理に役立ててください。 

●と き 5 月 18 日(木)午前中・7 月 18 日(火)午前中 

     ※時間予約制のため、具体的な時間は申し込み時にお知らせいたします。 

●よやく 予 約 先：集団検診(健診)コールセンター ☎22-5527 

     受付開始：5 月 18 日(木)…4 月 18 日(火)8：30～ 

           7 月 18 日(火)…5 月 9 日(火)8：30～ 

  受付終了：健診日の 7 日前まで 

●ところ 幸袋交流センター 

●対象者 特定健診：飯塚市国民健康保険加入の 40～74 歳 

     若年者健診：飯塚市に住民票のある 19～39 歳 

     がん検診：飯塚市に住民票のある以下の方 

胃がん・肺がん・大腸がん・肝炎ウイルス検査…40 歳以上 

前立腺がん検診…50 歳以上の男性 

子宮頸がん検診…20 歳以上の女性 

乳がん検診…40 歳以上の女性 

●問合せ 飯塚市 健幸保健課 ☎24-4002(予約先ではありません) 

     ※予約状況に応じてご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。 

 

幸袋交流センター体育館の利用について 
 幸袋交流センター敷地内の体育館のご利用を 5 月８日（月）より開始する予定です。詳細

につきましては幸袋交流センターにお尋ねください。 

この度、4月 1 日付の人事異動により、教育総務課から異動してきました久保井と申します。まちづくり

活動が盛んな幸袋地区で、とてもかわいいゆるキャラ「幸ふくろう」と一緒に幸袋地区をより一層盛り立て

ていけるように尽力していきたいと思います。 

また、皆さまに早く覚えていただけるように行事に参加し、新しくなった交流センターにも足を運んでい

ただけるように楽しいことを考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

                           幸袋交流センター係長 久保井 静江 

 

 

飯塚市スポーツ推進委員協議会よりお知らせ 

ニュースポーツを一緒に楽しみましょう！ 
１、ファミリーバトミントン・フラバール・ボッチャ・その他 

【飯塚市総合体育館】 

■日 時 令和５年５月８日（月）、６月１２日（月） １９時３０分～  

【穂波体育館】 

■日 時 令和５年５月１５日（月） １９時３０分～ 

【筑穂体育館】 

■日 時 令和５年５月２日(火)、６月６日(火) １９時３０分～ 

参加事項 

① 誰でも参加できます。事前申し込みは不要です。 

② 実施時間の変更・中止等になる場合はホームページでお知らせいたします。 

③ 発熱等の症状がある場合は、参加をご遠慮ください。 

④ 競技中のケガについては、参加者様ご自身の保険で対応をお願いします。 

２、ボッチャ教室 

【幸袋交流センター敷地内 体育館】 

■日 時 令和５年 5 月２８日（日）１０時～11 時３０分 

※事前申し込みが必要となります。 

申込期限 5 月２６日（水） １７時まで  

１、２に関する申込先・問合せ先  飯塚市役所 スポーツ振興課 

℡22-0380（内線：２４２１） 

 

幸袋地区であります 

・老害の人（内館牧子）・子宝船（宮部みゆき） 

・この世の喜びよ（井戸川射子） 

・おばけのかわをむいたら（たなかひかる） 

・一生ぶんのだっこ（南果歩） 

・もしものくに（馬場のぼる） 他 

図書貸出中です★是非ご利用ください。 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしもごはん・夏の台所対策講座 
災害時でも、ポリ袋と湯煎で簡単にできる「お湯ポチャレシピ」でごはんを作ります。今回のメ

ニューはカレーライスです。併せて、ゴキブリの駆除に昔から伝わるゴキブリ団子も作ります。じ

めじめする梅雨になる前に夏の台所対策をしましょう。 

■日 時 ５月 1８日(木) 10 時～正午 

■場 所 幸袋交流センター 2 階 調理実習室 

■定 員 ８名(定員になり次第締め切り)  

■参加費 ５００円 

■持参品 エプロン、三角巾(バンダナ)、手拭きタオル、マスク 

■申込み 幸袋交流センター窓口または、お電話でお申し込みください。 

    （℡22-1189） 

 

さつまいも苗植え体験会 
さつまいもの苗を植えてみませんか？秋には、皆さんで植えたサツマイモを掘りましょう！そんな、

楽しい時間を過ごしませんか？ 

■日  時 ５月２８日（日）午前９時より２時間程度 ※雨天中止 

■場  所 メモリード中央会館（柳橋）の左横にある畑 

■対  象 一般（小学生以下は、保護者同伴のこと） 

■定  員 ４０名 

※定員になり次第締め切り 

■服   装 汚れてもよい服装・軍手・タオル 

■申込方法 幸袋交流センター窓口又は電話でお申し込みください。 

（℡22-1189） 

■受付開始 ５月８日（月）より 

■主   催 幸袋まち まちづくり協議会 地域づくり部会 

 

 

 

 

季節の寄せ植え講座～初夏に向かって～ 
初心者の方でも大丈夫です。お花の好きな方なら誰でも参加できます。 

■日 時 ５月 2６日(金) 10 時～正午 

■場 所 幸袋交流センター 2 階 第２・３研修室 

■講 師 石井 信子さん（日本ハンギングバスケット協会ハンギングマスター・飯塚市花い

っぱい推進協議会役員） 

■定 員 １５名(定員になり次第締め切り) 

■参加費 2,500 円 

■持参品 エプロン、筆記用具、持ち帰り袋 

■申込み 幸袋交流センター窓口または、お電話でお申し込みください。 

    （℡22-1189） 

 

飯塚市二十歳を祝う会開催日のお知らせ 
○日時：令和６年１月７日（日）１３時開式（受付１２時～） 

○場所：イイヅカコスモスコモン 

○対象者：平成１５年４月２日から平成１６年４月１日生まれの今年度 20 歳を迎える方 

○問合せ：生涯学習課（℡22-3274） 

 

 

 

人権とは、「人が人らしく生きていくために認められている権利」であり、誰もが生まれ
ながらにもっている誰からも侵されることのない権利です。しかし、差別がなく真に人権が
保障されている世の中になっているとは言いがたい現実があります。  

「人権三法」とは、国が差別の解消を目指して 2016(平成 28)年に施行した、次の三つの
法律のことを指します。これらの法律の趣旨を正しく理解し、わたしたちは差別のない社会
を 1 日でも早く作れるように努力していく必要があると思います。  

●障害者差別解消法  ●ヘイトスピーチ解消法  ●部落差別解消推進法  

障害者差別解消法 

正式名称：「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」  

この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も互いにその人
らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目的としています。（平成 28 年
４月 1 日施行）  

ヘイトスピーチ解消法 

 正式名称：「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する
法律」   

 この法律は、特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を生じさせることになり
かねない  差別的言動（ヘイトスピーチ）の解消を目的としています。（平成 28 年 6 月 3
日施行）  

部落差別解消推進法 

 正式名称：「部落差別の解消の推進に関する法律」。  

 この法律は、現在もなお部落差別が存在するため、差別は許されないものという認識のも
と、部落差別のない社会を実現することを目的としています。（平成 28 年 12 月 16 日施
行）  

※人権三法については、次号以降に法律毎に説明をしています。  

ＮＰＯ法人 人権ネットいいづか 人権同和啓発推進員(幸袋地区担当) 平山 直詞 

か け は し 
テーマ・・・人権三法について(障害者差別解消法) 

～人権を尊重し人と人をつなぐ～ 

アロマストーン講座 
インテリアにも、車の中に置くのも可愛い雑貨です。好きな香りがつけられます。父の日のプレ

ゼントなどにも喜ばれますよ。お子さんから大人まで楽しめる講座です。 

■日 時 ５月 2７日(土) 10 時～正午 

■場 所 幸袋交流センター 2 階 第２・３研修室 

■対 象 小学生以上（小学校低学年の方は保護者同伴でお願いします。） 

■講 師 久保 峰子さん 

■参加費 1,500 円 

■定 員 １０名(定員になり次第締め切り) 

■申込み 幸袋交流センター窓口または、お電話でお申し込みください。 

    （℡22-1189） 

 


